
○
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商

産
業
省
令
第
十
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
の
手
続
等
を
定
め

た
件
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
経
済

産
業
省
告
示
第
六
十
一
号
）

沿
革

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
二
号
〔
第
一
次
改
正
〕

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
の
手
続
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
の
手
続
等
を

定
め
る
件

（
指
定
の
申
請
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
の
申
請
は
、

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
許

庁
長
官
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

そ
の
法
人
が
寄
託
等
の
業
務
（
特
許
微
生
物
寄
託
等
事
業
実
施
要
綱
（
平
成
十
四

年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
九
十
一
号
）
（
以
下
「
実
施
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
寄

託
等
の
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在

地
三

実
施
要
綱
第
十
九
条
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
微
生
物
の
種
類

四

実
施
要
綱
第
二
十
二
条
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
手
数
料
の
額

五

そ
の
法
人
が
寄
託
等
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

役
員
の
氏
名
、
住
所
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
面

三

第
三
条
各
号
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

四

実
施
要
綱
第
二
十
六
条
に
よ
り
定
め
よ
う
と
す
る
規
程

（
欠
格
事
由
）

第
二
条

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
な
い
法
人
は
、
前
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
指
定
の
要
件
）

第
三
条

第
一
条
第
一
項
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て

い
る
法
人
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

継
続
的
に
寄
託
等
の
業
務
を
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力

が
あ
る
こ
と
。

二

実
施
要
綱
の
規
定
に
従
い
科
学
的
及
び
管
理
的
な
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要

な
職
員
及
び
施
設
を
有
す
る
こ
と
。

三

寄
託
等
の
業
務
の
実
施
に
係
る
組
織
、
寄
託
等
の
業
務
の
方
法
そ
の
他
寄
託
等
の

業
務
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
が
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
適
合
す
る
よ
う
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

イ

寄
託
者
と
の
取
引
関
係
そ
の
他
の
利
害
関
係
の
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
。

ロ

特
定
の
者
を
不
当
に
差
別
的
に
取
り
扱
う
も
の
で
な
い
こ
と
。

ハ

実
施
要
綱
の
規
定
に
従
い
、
す
べ
て
の
又
は
特
定
の
種
類
の
微
生
物
に
つ
い
て

受
託
し
、
当
該
微
生
物
に
つ
い
て
の
生
存
試
験
を
行
っ
て
当
該
微
生
物
を
保
管
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

実
施
要
綱
の
規
定
に
従
い
、
受
託
証
を
寄
託
者
に
対
し
て
交
付
し
、
必
要
な
場



合
に
応
じ
生
存
に
関
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

寄
託
さ
れ
た
微
生
物
に
つ
き
、
秘
密
の
保
持
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

実
施
要
綱
の
規
定
に
よ
る
条
件
及
び
手
続
に
従
い
、
寄
託
さ
れ
た
微
生
物
の
試

料
を
分
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
の
公
示
）

第
四
条

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
条
第
一
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
第
一
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
指
定
を
し
た
日
を
公
示
す
る
も
の
と
す

る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
五
条

第
一
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
法
人
（
以
下
、
「
指
定
機
関
」
と
い
う
。
）

は
、
第
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
変
更
し
よ
う
と
す
る
内
容
を
特
許
庁
長
官
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

（
適
合
命
令
）

第
六
条

特
許
庁
長
官
は
、
指
定
機
関
が
第
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な

く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す

る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
）

第
七
条

特
許
庁
長
官
は
、
指
定
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又

は
指
定
機
関
か
ら
寄
託
等
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
届
出
が
あ
っ
た
と

き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
命
令
に
係
る
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き

二

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
一
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
と
き
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
す
る
も

の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
指
定
の
取
消
し
に
係
る
指
定
機
関
は
、
寄
託
を
継
続
で
き
な
く
な
っ
た
微

生
物
に
つ
い
て
特
許
庁
長
官
が
必
要
と
認
め
る
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
等
）

第
八
条

指
定
機
関
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
少
な
く
と
も
次
の
事
項
を
記
載
し
た
報
告

書
を
特
許
庁
長
官
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

微
生
物
の
受
託
、
保
管
及
び
分
譲
に
関
す
る
事
項

二

会
計
に
関
す
る
事
項

三

運
営
又
は
組
織
に
関
す
る
変
更
そ
の
他
報
告
す
べ
き
事
項

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
許
庁
長
官
は
、
指
定
機
関
に
対
し
、
実
施
要
綱
に

基
づ
く
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
託
範
囲
外
の
微
生
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
の
通
知
）

第
九
条

指
定
機
関
は
、
第
一
条
第
一
項
第
三
号
の
種
類
で
な
い
微
生
物
を
保
管
し
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
特
許
庁
長
官
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
附
則
）

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
指
定
を
受
け
て
お
り
実
施
要
綱
に
即
し
て
寄
託
等
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
者

に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。


